
平成 年 月 日 火曜日

山山山

山 口 県

教山教市山山山教山

報

教山山山教 毎

（号 外 ）

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
服

口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部

教

育

委

口
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一

育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
職
の

口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員
の

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の

町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の
通

口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の

委
訓
令

口
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部

目

次

委
規
則

口
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部

口
県
教
育
委
員
会
会
議
傍
聴
規
則
の

口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の

育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関

週
火
・
金
曜
日
発
行

山

務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…

を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…

員

会

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…

学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…口

県
教
育
委
員
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公
布
す
る
。

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
二

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
三

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
三

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

第
十
七
条
中
「
委
員
長
」
を

同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
章

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

山
口
県
教
育
委
員
会
会
議
傍

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

「
さ
き
だ
つ
て
」
を
「
先
立
つ

三
章
を
第
二
章
と
す
る
。

第
四
章
中
第
十
二
条
を
第
十

第
十
三
条
中
「
委
員
長
」
を

一
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十

第
十
五
条
第
二
項
第
十
一
号

と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
委
員
長
」
を

す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
委
員
長

第
六
条
中
「
委
員
長
」
を
「

第
七
条
第
二
項
中
「
委
員
長

を
第
五
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
九
条
中
「
委
員
長
」
を
「

条
と
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
か
か

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
教
育
委
員
会
会

山
口
県
教
育
委
員
会
会
議
規

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
五
条
」
を

第
二
章
を
削
り
、
第
三
章
中

「
教
育
長
」
に
、
「
は
か
つ
て
」

を
第
五
章
と
す
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
日

て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と

条
と
す
る
。

「
教
育
長
」
に
、
「
の
べ
る
」
を

二
条
と
し
、
第
四
章
を
第
三
章
と

中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に

「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第

」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条

教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四

」
を
「
教
育
長
」
に
、
「
は
か
つ

中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に

教
育
長
」
に
、
「
は
か
つ
て
」
を

る
」
を
「
係
る
」
に
改
め
、
同
条

二
号

議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

則
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
教
育

「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
二
条
と
す
る
。

一

山
口
県
教
育
委
員
会

を
「
諮
つ
て
」
に
改
め
、
第
六
章

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

し
、
第
十
一
条
を
第
九
条
と
し
、

「
述
べ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第

す
る
。

改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
十
三

十
四
条
と
し
、
第
五
章
を
第
四
章

を
第
三
条
と
す
る
。

条
と
す
る
。

て
」
を
「
諮
つ
て
」
に
改
め
、
同

改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

「
諮
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第

中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に

委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を

中 第十条と 条七、 次

教

育

委

員

会
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山
山

を
次第第別

附

則

十
一
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
中

全
・
体
育
課
の
項
中
「
学
校
安
全

育
班
」
を
「
学
校
体
育
班

高
校

十
二
条
の
表
義
務
教
育
課
の
項
第

・
体
育
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第

号
を
加
え
る
。

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会

十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
条

削
除

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織

口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

三
条
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
一

八
条
の
見
出
し
を
「
（
教
育
委
員

挙
、
」
を
削
る
。

九
条
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

山
口
県
教
育
委
員
会
会
議
傍
聴

口
県
教
育
委
員
会
会
議
傍
聴
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
九

三
条
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六

記
様
式
の
裏
中
「

長
員

委

」
を

「
秘
書
班
」
を
「
秘
書
班

学

班

児
童
生
徒
支
援
班
」
を
「

総
体
推
進
班
」
に
改
め
る
。

六
号
中
「
教
育
職
員
」
を
「
学

十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十

の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育

項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」

会
の
会
議
等
）
」
に
改
め
、
同

「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山

号 号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
教
育

条
」
に
改
め
る
。

条
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長

「

長
育

教

」
に
改
め
る
。

校
運
営
班
」
に
改
め
、
同
表
学

学
校
安
全
管
理
班
」
に
、
「
学

校
職
員
」
に
改
め
、
同
表
学
校

一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次

委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

に
改
め
る
。

条
中
「
教
育
委
員
会
の
委
員
長

る
。

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部

」
に
改
め
る
。

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

教
育
委
員
会
事
務
局
等

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

第
一
条
中
「
第
十
九
条
第
一

別
表
第
二
の
一

組
織
上
の

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職

公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

教
育
長
に
対
す
る
事
務

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え

３

教
育
長
は
、
前
二
項
の
規

育
委
員
会
の
会
議
に
お
い
て

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に

職
の
表
本
庁
の
項
中
「
教
育
長
を

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

一
日六

号

の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

正
す
る
。

一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項

る
。

定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
管

必
要
な
事
項
を
教
育
委
員
会
に
報

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

一
日五

号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
教
育
委

改
め
る
。

た
す
け
、
上
司
」
を
「
教
育
長
」

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
教
育
委
員
会

を
改
正
す
る
規
則

二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

理
及
び
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
、

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

山
口
県
教
育
委
員
会

二

員に に 四教 。



平成

こ

年 月 日 火曜日

教
会
規第

業
等

て
い

子
を

る
。

山 口 県

教
こ
に

山

報

山
県
教第

十
七こ

（号 外 ）

山
則
を

山

附
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の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

十
二
条
中
「
お
け
る
休
暇
」
の
下

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

る
職
員
を
除
く
。
）
が
小
学
校

養
育
す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校

る
規
則

口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員

育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

五
条
の
見
出
し
中
「
介
護
休
暇
」

条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

口
県
立
高
等
学
校
等
の
学
校
職
員

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

に
改
正
す
る
。

に
「
及
び
職
員
（
育
児
短
時
間

第
百
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定

（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則山

号
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
下
に
「
、
子
育
て
支
援
部
分

。一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す山

号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
四
年
山
口
県
教
育
委
員

勤
務
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休

に
よ
る
勤
務
を
含
む
。
）
を
し

に
限
る
。
）
に
就
学
し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
休
暇
」
を
加
え

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

口
県
教
育
委
員
会

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口

休
暇
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

口
県
教
育
委
員
会

の
項
中
「

」
を
「

」
に
改

改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
総

南
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

別
表
の
１
の
表
山
口
県
立
防

中
「

計
会
科

」
及

。
る
す

止
停

」
を
削
り
、
同
表

削
り
、
別
表
の
４
の
表
山
口
県

県
立
田
布
施
総
合
支
援
学
校
の

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
立
高
等
学
校
等

市
町
立
学
校
職
員
の
勤

市
町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

付
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

市
町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第め

、
同
表
山
口
県
立
徳
山
総
合
支

合
支
援
学
校
の
項
中
「

」
を
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山
口

理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

正
す
る
。

府
商
業
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、

び
「

計
会

程
課

制
日

全
、

は
科

山
口
県
立
美
祢
高
等
学
校
の
項
及

立
岩
国
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「

項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

一
日十

号

の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の

績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

に
改
正
す
る
。

七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

ら
施
行
す
る
。

績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部

一
日九

号

三

援
学
校
の
項
中
「

」
を
「

」

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
山

県
立
山
口
総
合
支
援
学
校
の
項

年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

同
表
山
口
県
立
西
京
高
等
学
校
の

成
平

を
集

募
徒

生
ら

か
度

年

び
山
口
県
立
青
嶺
高
等
学
校
の
項

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山

同
表
山
口
県
立
周
南
総
合
支
援
学

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

改
正
す
る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
十
三
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
教
育
委
員
会

に口中 二項を口校 則め す



平成 年 月 日 火曜日

こ山
山

山 口

会
規別別

県 報

山
公
布

山
山

（号 外 ）

「同
表

支
援

「
こ

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

表
第
一
厚
狭
学
区
の
項
中

「
山山

表
第
二
中
「
山

口

県

立

美

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山
口

山
口
県
立
下
関
南
総
合
支
援
学
校

学
校
の
項
中
「

」
を
「

」

」
に
改
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山

二
号 う

に
改
正
す
る
。

口

県

立

美

祢

高

等

学

校

口

県

立

青

嶺

高

等

学

校

祢

高

等

学

校

」
を
削
る
。

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一山

一
号程

の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭

県
立
宇
部
総
合
支
援
学
校
の
項

の
項
中
「

」
を
「

」
に
改

に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
萩
総
合

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

」
を
削
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

口
県
教
育
委
員
会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
総
合

支
援
学
校
の
項
中
「

」
を

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局

山
口
県
教
育
委
員
会
公
印
規

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

「
委

員

長

印

委
員
長
職
務
代

理
者
印

山員山員

を
削
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

山
口
県
教
育
委
員
会
公
印
規

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
公

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
（
そ
の
二

「

村
町

市

」
を
「

町
市

」
に
改

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
号

等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正

程
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
教
育

口
県
教
育
委
員
会
委

長
印

口
県
教
育
委
員
会
委

長
職
務
代
理
者
印

二
五

二
五

一一
教長教長

一
号

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

一
日

印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

行
規
則
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
教

）
中
「

長
村

町
市

」
を
「

長
町

市

め
、
同
備
考
３
を
削
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

庁

中

一

般

学
校
を
除
く
各
教
育
機
関

す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を

育
政
策
課

育
政
策
課 庁

中

一

般

各

教

育

機

関

の
よ
う
に
定
め
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２

四

。 次」 部中



平成

山

年 月 日 火曜日

休 子

る
。こ

山

山 口 県

「

休 子 介

裏
中

「

介

報

号
と

「
第

る
。別

「

介

（号 外 ）

山
号
）第

口
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一

暇
分

部
援
支

て
育

）
分

・
時附

則

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

暇
休

護

分
部

援
支

て
育

）
時

・
日暇

）
分

・
時

「

暇
休

護
介

暇
休

護

）
時

・
日

）
時

・
日 し

、
第
九
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で

十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同

八

子
育
て
支
援
部
分
休
暇
を
受
け
る

間
条
例
第
十
六
条
第
一
項
）

記
第
十
号
様
式
の
表
中

暇
休

護
）

時
・

日 平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等

口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

十
二
条
第
二
項
中
「
第
八
号
」
を

部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表

表
の
第
九
号
と
し
、
同
表
の
第
七

場
合
（
勤
務
時

子
支
休

時
間
数

山

職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正

員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
山

。「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
の

県

立

学

校

一

般

う
に
定
め
る
。

」

」」
に
改
め
、
同
様
式
の

」
を

に
改
め

の
第
八
号
中
「
第
十
六
条
」
を

号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

を

口
県
教
育
委
員
会

す
る
訓
令

口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二

表
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二

）
時

・
日

「

暇
休

護
介

部
援
支
て
育
子

）
時

・
日暇

休
分）

分
・
時

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

別
記
第
六
号
様
式
の
表
中

「

暇
休

護
介

）
時

・
日

「

暇
休

護
介

部
援
支
て
育
子

）
時

・
日暇

休
分）

分
・
時

裏
中
「

暇
休

護
介

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

山
口
県
立
学
校
職
員
服

山
口
県
立
学
校
職
員
服
務
規

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
（
結

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
。

一
日

務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

程
（
昭
和
四
十
七
年
山
口
県
教
育

核
性
疾
患
に
よ
る
病
気
休
暇
の
場

五

」

」
に
改

」
を

」
に
改
め
、
同
様
式を

山
口
県
教
育
委
員
会

委
員
会
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を

合
に
あ
つ
て
は
、
三
月
。
以
下
こ

め の 次の
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成
二
十
七
年
三
月
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十
七
年
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